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特集

「女性医療の現状と今後の展望」と
いうタイトルで行われた昨年の「第１
回労災病院女性医療フォーラム」では、
産科、婦人科だけでなくさまざまなラ
イフステージ、ライフスタイルにおけ
る女性の健康問題に、総括的に応える
「女性外来」の必要性とその実践につ
いて活発な意見が交換されました。そ
の中で、女性からの多様な訴えにどの
ように応えるか、また、男性と女性と
の性差に着目した「性差医療」の基本
的な知識が不可欠という２つの問題が
浮上しました。これを受けて、第２回
目となる今回のフォーラムでは、セッ
ション１の講演でこれらの問題に焦点
を当てることとなりました。

●男女で主訴や発症年齢が

異なる疾患がある

昨今、社会で果たす役割や働き方な
どでは男女の差が縮まりつつあります
が、生命科学的な視点で見た場合、男
性と女性には大きな違いがあります。
90年代に入るまで、医学は男女の生物
的な差異にほとんど目を向けずに発展
してきたことをご存知でしょうか。
天野先生はこうした問題点に着目し

た「性差医療」の考え方を日本に導入さ
れた第一人者で、この日の発表は、次

のような「性差医療」という言葉の定義
からスタートしました。
「性差を考慮した医療（Gender-
Specif ic Medicine）とは、男女比が圧
倒的に一方の性に傾いている病態、発
症率は同じでも、男女間で臨床的に差
を見るもの、いまだ生理的、生物学的
解明が男性または女性で遅れている病
態、社会的な男女の地位と健康の関連
などに関する研究を進め、その結果を
疾病の診断、治療法、予防措置へ反映
することを目的とした医療改革」とい
うことです。
特に先生のご専門である、循環器疾
患、中でも虚血性心疾患はさまざまな
面において男女差の多い疾患だそうで

当機構では、女性のための医療の実践の場として、釧路、
東北、関東、中部、和歌山の各労災病院に「働く女性外来」
を設置し、さまざまな女性の健康上の悩みに対応しています。
これら「女性に関わる医療」を、医療従事者だけでなく利用
者の意見も交えつつ充実させようと昨年「労災病院女性医療
フォーラム」をスタートしました。第1回の活発な討論から
およそ7か月後、平成18年2月4日に「第2回労災病院女性
医療フォーラム」が、東京の「女性と仕事の未来館」で行わ
れました。その模様をリポートします。

性差医療の基礎知識～微小血
管狭心症の診断と治療

天野恵子先生のお話

第2回　労災病院女性医療フォーラム開催第2回　労災病院女性医療フォーラム開催

セッション１　講演～女性外来を充実させるために
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す。例えば、男性は50歳前後からの発
症率が高くなりますが、女性は閉経後
約10年を経たころ、つまり60歳前後か
ら発症率が高まるなど発症年齢が違い
ます。これは、よく知られているよう
に女性ホルモンのエストロゲンに抗動
脈硬化作用があるためです。また、男
性の場合、高血圧、喫煙、糖尿病、家
族歴、高コレステロール血症、肥満の
順番で虚血性心疾患の危険因子となる
とされてきました。しかし、女性の場
合は、喫煙、糖尿病の危険率は男性の
２倍以上で、高血圧よりも高いことが
分かってきました。閉経前の女性では

虚血性心疾患は稀ですが、喫煙、糖尿
病などの危険因子を持つ人では、月経
直後に血中エストロゲンのレベルが低
くなると狭心症・心筋梗塞を起こすこ
とがあります。天野先生は「こうした
女性に対して、この時期に運動負荷試
験をしないよう注意が必要」と指摘し
ています。
さらに、「心筋梗塞といえば、胸が

締め付けられるように痛むもの」とい
うイメージがありますが、女性の場合
は、前述の胸痛以外の症状、例えば腹
痛や嘔吐、胃もたれなどを訴える場合
があります。こうした訴えのため、心
筋梗塞を起こしていることが分からず
循環器科を受診するまでに時間がかか
ってしまい、治療が遅れる例もあると
のことです。
●女性に多い

微小血管狭心症を見逃さない

今回は、心臓の外膜の冠動脈に狭窄
が生じるいわゆる狭心症ではなく、心
筋の内部の特に微小な血管が障害され
る「微小血管狭心症」の診断と治療に

ついて詳しいお話がありました。
閉経前後の女性において、締め付け
られるような胸痛を訴えるものの、心
電図をとっても異常が出ず、冠動脈造
影を行っても狭窄が見当たらないとい
う症例があります。また、「安静時に
胸痛が出る」、「痛みがときに５分以上、
10分から半日も持続することもある」、
また、「ニトログリセリンが効かない」
などから「狭心症」ではないと診断さ
れる例も多いそうです。
天野先生によれば、これらの症状を
訴える患者（女性が多い）では「微小
血管狭心症」が疑われるため注意が必
要とのこと。そして、どのようにして
この病気が起こるのかといった機序の
説明から、具体的な症例での診断例、
またどのような薬を投与するべきかな
どを詳しく説明されました。
「女性外来」の担当医師の専門分野
はそれぞれに異なります。ですから、
こうした具体的な症例や治療法は、現
場のスタッフにとってはなによりも役
立つ知識となりました。

●女性の健康に関わる悩みは

身体だけに留まらない

初見先生は、日本アイ・ビー・エム
株式会社で産業医を務めていらっし
ゃいます。外資系という背景のため
か、「自分自身で体調を管理し責任を
もって仕事を遂行する」という考え
方が各個人にかなり浸透しているそ
うです。こうした中で男女を問わず
健康相談の項目のトップは「疲労」
に関するもの。肉体的、精神的な疲
労を溜めないようにするには、どの
ようにしたらよいかなどのアドバイ
スを求められることが多いとか。ま
た、女性では、疲労によるホルモン
バランスの崩れから発汗や動悸など
の症状を訴える方もいます。
特に女性の相談者は、「目の疲れが

女性労働者の直面する健康問題
初見智恵先生のお話

女性外来での看護の役割
西原晴美先生のお話
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休憩を挟んで後半は、関東労災病
院の星野寛美医師をコーディネータ
ーに、会場からの質疑なども交えな
がら活発なパネルディスカッション
が行われました（発言者の敬称は省
略させていただきました）。

上條：中部労災病院で女性総合外来
を担当しています。私の病院で女性
外来にいらっしゃる方の割合は、婦
人科的な悩みを抱えている方、心療
内科的な悩みのある方、その他の分
野がそれぞれ１／３ずつといった印象
です。私の専門は神経内科ですが、
女性外来は総合医療としての経験が
必要な部署で、担当者は自分の専門
外についても勉強する必要性を感じ
ています。担当医師のクオリティ向
上を本人任せにするのではなく、女

性医師の卒業後研修や産休・育休の
職場復帰プログラムなど職場内外か
らのバックアップを充実させること
も「女性外来」の発展には必要だと
思っています。
矢本：私は、産婦人科の医師ですが
女性外来を担当しておりません。こ
こまで「女性外来」が普及し、さら
にニーズが高まっているという現状
を見ると、女性の社会進出という背
景があるにしても、これまで産婦人
科の医師が患者さんの話をじっくり
と時間をかけて聴いてこなかったの
ではないかという反省があります。
和歌山労災病院では、労災疾病等12
分野の研究の一環として『働く女性
のためのメディカル・ケア』につい
ての研究を行っています。そのアン
ケートから、30代の女性でも「プチ
更年期」あるいは「プレ更年期」の
症状に悩んでおられること、また

「月経前症候群」によって社会的な適
応が阻害されている例が多いという
ことが分かりました。女性の体は各
ライフステージにおいてドラスティ
ックに変化しますから、総合的に女
性を診る「女性外来」に産婦人科医
師も積極的に関わる必要があると思
います。

川畑：テレビの報道番組で「女性外
来」について過去に３回ほど取材、
放送してきました。いま「女性外来」
は、創生期を終えて過渡期に入って
いるのではないかと思います。例え
ば「生理の前になると頭が痛くてた
まらない」といったような、これま
では辛くてもがまんしていたことを
相談できる窓口ができたのは素晴ら
しいことです。でも、やはり病院に

女性外来で何を行うか、
何を期待するか

医療に対する
敷居の低さが欲しい

ひどくて……」とか「このところ肩こ
りが……」などの身体的な不調をき
っかけに、上司や部下との関係、あ
るいはパートナーとの問題や子ども
に関係する悩みや不安を訴えること
も多く、精神面でのサポートも含め
た全人的な医療、あるいはホームド
クター的な対応を求められていると

お話しになりました。
西原先生は看護師という立場から、

勤務先病院の患者様に「女性外来の看
護師に何を期待するか」というアン
ケートを実施されました。その結果
の第一位が「待ち時間の短縮」であっ
たことから、会場に「看護師として
何をすべきか」を逆に問いかけまし

た。フロアからは、「新患は待ってい
る間に看護師がしっかり問診すれば、
待ち時間は長く感じない」とか「い
つも同じ看護師さんが対応してくれ
ることが安心につながる」などの意
見が活発に出て、医師とは違う立場
から患者の全体像を把握する看護師
の重要な役割が見えてきました。

セッション2 パネルディスカッション　女性外来の内外から女性医療を考える
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行くのは女性にとって、仕事を休ま
なければならない、子どもを預けな
ければならないなどハードルが高く
「この程度ならがまんしておこう」と
思う人が多いのも実情です。今は難
しいかもしれませんが、「女性外来」
には買い物の途中に立ち寄れるよう
な気軽さが欲しいですね。例えば、
病院ではなく、児童館や商店街の一
角など女性の生活環境の中に女性の
健康相談窓口ができるといいな、と
思います。
仁科：私は患者さんよりもドクター
を取材する立場です。病院の女性外
来担当のドクターは「女性である」
という理由だけで任され、専門分野
を極めながら、専門外である女性外
来を一生懸命に勉強し、試行錯誤の
なかで尽力しているという印象です。
しかし、私の周囲の意見を聞くと、
「必ずしも女性ドクターに診てもらい
たい」ということでもありません。
「こんなことでかかっていいのだろう
か」とためらい、敷居の高さを感じ
ているのです。
徳島大学病院などでは、「女性外来」

を育児休暇後の女性ドクターの復職
の足がかりにする動きも出てきてい
ます。患者は日常的に医療のことを
もう少し知る努力が必要ですし、女
性ドクターには孤軍奮闘するのでな
く、取り組みの輪を拡げていってほ
しい。「女性外来」を開設するにあた
り、ただ女性ドクターに担当を振る
のではなくて、一緒に成功事例を勉

強していくなどの支援が、病院側に
も求められていると思います。

会場から：「女性外来」はどのよう
なきっかけでできたのでしょうか。
天野：最初の「女性外来」は2001年
５月に鹿児島大学に開設されました。
アメリカでは10数年も前から男女の
エビデンスを作って医療を見直す
「性差医療」の考え方があります。日
本でも、教科書には載っていないけ
れど、「女性達が今求めている医療が
必要だ」ということになったのです。
そこで、「性差医療」の見地からエビ
デンスを集めるためには「女性外来」
を作る必要があるということになり
ました。最初の「女性外来」開設以
来、この動きを男性の医師にお願い
するのではなく、女性医師自身が女
性の医療改革のため
に立ち上がろうとい
うことも申し上げて
おります。2006年１
月現在、全国81医科
大学のうち、43医科
大学に女性外来が設
置されています。続
いて国公立病院にも
同様の動きがありま
す。私立の病院や開
業医では、産婦人科
や乳腺外来、泌尿器
科など専門分野に

「女性医師がいます」というこ
とをアピールするようになり
ました。
これまでは、女性医療とい

うと母子衛生に偏っていまし
た。しかし、矢本先生がおっ
しゃるようにトータルな女性
のライフサイクルを見据えた
医療が必要です。今後は医療
の教育にも女性医学を入れて
いくべきだと私は考えており
ます。
星野：私は産婦人科の女性医
師で、かつ「女性外来」を担
当しているのですが、産婦人
科では当然、患者様は女性ば
かりですので、「性差医療」と

いう男性と比べてエビデンスを掴む
という場がないのですね。とくに労
災病院の「女性外来」では、仕事上
の重責や人間関係のストレスが身体
症状に出てしまうという患者様が多
いようです。「女性外来」には、こう
した全人的な医療を行う場として、
またエビデンスに基づいた「性差医
療」の場という二つの役割が求めら
れているように思います。
また、女性の患者さんから「残業

しているとき、男性管理職からセク
シャルハラスメントを受けた。どの
ように対処をすべきか」など医療の
域を超えた相談もあります。
会場から：労働基準監督署に勤めて
おります。働く女性のそのような悩
みを受け止める場もありますので、
今後は労災病院の女性外来などとネ
ットワークをつくっていくことも大
切だと思います。

女性医療のエビデンス、
ネットワークの重要性

参加者の声
実は、友人に誘われて今日参加するまで「女性外来」と

いう言葉を知りませんでした。確かに働く女性の一人とし
て「調子が悪くて相談したいけれど、何科に行ったらよい
のかわからない」と悩むことがあります。そのときに総合
的に診ていただける「女性外来」は頼もしいと思いました。
一方で、現場で働く女医の先生方もさまざまな課題を抱え
ているという現状がわかりました。発表者の中では、患者
側の視点をもったマスコミのお二人の「受診までの敷居を
低くするには」といった発言に、私たちと近い目線を感じ
ました。働く女性にとってとても身近な内容なので、これ
からもこうした講演会に参加してみたいと思います。

（30代女性　広告制作会社営業職）

パネルディスカッション風景
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現在は「労災病院女性医療フォー
ラム」という名前になっていますが、
将来は「労災病院」という枠を超え
て、広く女性医療について話し合わ
れる場となる可能性を感じたフォー

ラムでした。今日の話し合いで特に
明らかになったことは、医学の分野
での特異的な女性と、社会的な分野
での女性とがあるということです。
こうした複雑な女性医療が発展する
ためには、「女性専門外来は女性の医
師が担当する」という常識をできる

だけ早く取り払うことが重要だと思
います。女性医療、働く女性の医療
の現場に男性の医師が入ってきて、
その問題に直面し、認識を新たにす
ることによって、「性差医療」の視点
も広がり、また、社会的な意義も深
まるものと思われます。

今回も、多数の医療関係者、労務関
係者、一般の方にお集まりいただき、
充実したフォーラムが開催できました
ことを御礼申し上げます。これまで女
性の医療では、生殖、母子衛生に関す
る部分だけが突出していました。しか
し、フォーラムでも話題に出ましたよ
うに生命科学の立場からは、様々な点
で女性と男性には大きな差異がありま
す。また、社会的にも女性は男性とは
全く違った立場、役割、精神を持って

います。今回は、「微小血管狭心症」
を例とした性差医療のお話しも含め
て、女性からの不調の訴え、悩みに
どのように対応するかという「女性
医療」についてより具体的に討議す
ることができました。これらをぜひ、
明日から現場で役立てていただきた
いと思います。
女性医療の問題は女性だけの問題

ではありません。労働者の健康、福
祉という立場からは、男性も含めて
今後も話し合っていくことの重要性
を認識しております。

関原久彦総括研究ディレクター

第2回労災病院女性医療フォーラムを終えて

閉会の挨拶－
柳澤信夫関東労災病院院長より

総括と謝辞－
関原久彦総括研究ディレクターより

次回は、平成18年9月2日（土）仙台にて
開催予定です。今回同様、多くの皆様の
御参加、御支援をお願い申し上げます。




